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精神障害者施策の充実について 

 

「精神障害者施策の充実について」は、昨年９月４日に開催した福祉保健常任委員会へ

「こころの相談機能等の強化検討専門部会（以下「専門部会」という。）」の検討状況とと

もに、国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」への対応など、

今後の精神障害者施策の取り組みの方向性等を報告し、順次その具体化を進めていくこと

とした。 

さらに、その後の専門部会の協議等を通じ、「精神障害者施策の充実に向けて-こころの

相談機能等の強化検討専門部会報告書－」（参考資料参照）を取りまとめた。その中では、

①「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の設置、②障害者等の相談支援体制の強化

について、③「多職種チームによる訪問支援事業」、④保健センターにおける「こころの相

談機能の整備」の４つの事業を重点項目と位置づけ、優先的に取り組んでいくこととした。 

今般、これら重点項目の内、今年度及び来年度当初より実施する以下の２事業について

報告する。 

 

 

１ 「世田谷区精神障害者等支援連絡協議会」の設置について・・・・・・別紙１ 

 

 

 

２ 「多職種チームによる訪問支援事業」の実施について・・・・・・・・別紙２ 

 

 

 

《参考資料》 

○「精神障害者施策の充実に向けて-こころの相談機能等の強化検討専門部会報告書－（概 要）」 

○「精神障害者施策の充実に向けて-こころの相談機能等の強化検討専門部会報告書－（冊子版）」 

 

 

 

 

 

 

資料１ 


